
四日市市上下水道局

委 託 業 務 仕 様 書
　（優先順位）

第１　本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。

１　質問回答書

２　契約図書

３　三重県業務委託共通仕様書

　（共通事項）

第２  １　本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書」

（三重県のホームページ及び四日市市上下水道局にて縦覧）を準用する。

　　　２　他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂

　　　　行できるよう協力すること。

　　　３　この契約による業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注

　　　　意事項』を遵守すること。

　　　　また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書に別記で

　　　　記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。

　　　４　三重業務委託共通仕様書（測量業務共通仕様書第１編第１章第１１１条第３・４項、用地調査等業

　　　　務共通仕様書第２章第１２条３・７項、地質・土質業務共通仕様書第１編第１章第１１１条第３・４

　　　　項、設計業務等共通仕様書第１編第１章第１１１０条第３・４項）に基づき、契約金額１００万円以

　　　　上の業務については、業務実績情報システム（テクリス）へ登録し、「登録内容確認書」を提出する

　　　　こと。ただし、農業農村整備事業における業務については、農業農村整備事業測量調査設計業務実績

　　　　情報サービス（AGRIS）へ登録し、「AGRIS登録結果通知」を提出すること。

　（暴力団等不当介入に関する事項）

第３　１　契約の解除

　　　　四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網（平成20年四日市市告示第２８号）第３条又

　　　　は第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を

　　　　受けたときは､契約を解除することがある。

　　　２　暴力団等による不当介入を受けたときの義務

　　　　⑴　不当介入には、断固拒否するとともに､速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し､警察へ

　　　　　の捜査協力を行うこと。

　　　　⑵　契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れ

　　　　　が生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。

　　　　⑶　⑴⑵の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停

　　　　　止等の措置を講ずる。

　（特記仕様書）

第４ 　前項の他、別記の特記仕様書を附す。

令和5年5月



〔別紙〕

　個人情報取扱注意事項

　（基本事項）

第１　この契約による業務の委託を受けた者（以下「乙」という。）は、この契約による業務を行うに当た

    り、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することの

　　ないようにしなければならない。

　（受託者の義務）

第２　乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、

　　当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

　　第５７号。以下「法」という。）第６７条に規定する義務を負う。

　２　乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ

　　ればならない。

　（秘密の保持）

第３　乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うため

　　に必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。

　２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな

　　ければならない。

　３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

　（適正な管理）

第４　乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正

　　な管理のために必要な措置を講じなければならない。

　２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。

　３　管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個

　　人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。

　４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙

　　に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、

　　甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。

　（収集の制限）

第５　乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行

　　うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。



　（再委託の禁止）

第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負

　　わせてはならない。

　２　乙は、前項の承諾により再委託（下請を含む。以下同じ。）する場合は、再委託先における個人情報

　　の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

　３　前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ

　　すものとする。

　（複写、複製の禁止）

第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行う

　　に当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、又

　　は複製してはならない。

　（持ち出しの禁止）

第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製した

　　ものを含む。第９において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。

　２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、

　　輸送方法等を書面により確認するものとする。

　３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない

　　ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損

　　の防止その他適切な管理を行わなければならない。

　（資料等の返還）

第９　乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当

　　該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により廃棄し、

　　又は消去する場合を除く。

　２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものと

　　する。

　　（１）紙媒体　　シュレッダーによる裁断

　　（２）電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕

　３　乙は、第６の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたと

　　きは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれ

　　ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。

　４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資

　　料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。

　（研修・教育の実施）

第１０　乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業

　　　務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。



　（苦情の処理）

第１１　乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適

　　　切かつ迅速な処理に努めるものとする。

　（定期報告及び事故発生時における報告）

第１２　乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければな

　　　らない。

　２　乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったとき

　　　は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

　（監査及び検査）

第１３　甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置

　　　が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第６の規定により甲の承諾を得てこの契約に

　　　よる業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。

　２　甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関

　　　して必要な指示をすることができる。

　（契約解除及び損害賠償）

第１４　甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除

　　　及び損害賠償の請求をすることができる。



特  記  仕  様  書 
 

 

第１条 業務目的 

本業務は、四日市市上下水道局が管理する沢の川水管橋及び古城川水管橋の老朽化に伴い、四日

市市 河川排水課 が管理する準用河川 沢の川及び古城川 を横断する送配水管路の基本構造、

規模等について比較検討を行い、合理的な河川横断部の配水管路基本設計を行うことを目的とする。 

 

第２条 業務内容 

基本設計 

（１） 現地調査 

計画対象箇所周辺の地勢、道路、河川状況等を確認し、横断箇所および独立水管橋形式または

橋梁添架方式あるいは推進工方式とするかの構造比較検討を実施する上で必要となる現地状況

と関係既存資料の収集及び現地確認を行う。また、既存の埋設物の位置関係を特定し、新設上水

管の最適な占用位置を検討する。 

（２） 公図調査 

基本的には道路等 公共用地内に施設を計画するが、発進・到達立坑、弁体室及び橋台の築造

に伴う施工ヤードの借地計画が想定される範囲を含めて土地所有者を確認する。 

（３） 設計計画 

現地調査および収集した既存資料から得られた情報をもとに、河川横断が可能となる複数の平

面ルートについて、それぞれ単独の水管橋形式案、橋梁添架方式案及び推進工案を抽出し、水管

橋案における下部工配置計画、道路橋添架案における平面、縦横断計画及び推進工案における平

面、縦横断計画を立案する。検討された構造、規模に基づき、沢の川及び古城川の河川管理者で

ある四日市市河川排水課との計画協議を行うための資料作成を行うものとする。計画に際しては、

沢の川水管橋に隣接する道路橋及び古城川水管橋の上流に既存する道路橋の下部工、基礎工構造

や、前後の配水管路との接続部となる立坑、弁体室計画位置周辺、不断水工法による施工計画を

検討して実現可能な候補について経済性、施工性および維持管理性の観点から最適な計画を選定

するものとする。  

（４） 各種計算、図面作成、数量計算、概算工事費算出 

関係機関との協議を踏まえた選定結果をもとに、基本的な主たる各種計算、図面作成、数量計

算を実施し、事業化に向けた概算工事費（設計書含む）の算出を行うものとする。 算出に際し

ては、本体工以外の仮設工や工事完了、供用後の維持管理費も含めて検討を行うものとする。 

（５） 照査 

基本条件、比較検討および設計計画の妥当性を確認し、基本設計としての図面と数量計算書の

整合性等を精査する。 

（６） 報告書作成 

各種調査結果、設計条件、検討結果をまとめた報告書を作成する。作成に際しては、計画、計

算で準拠した基準や図書の出典を明記して、フローチャート、図表等を用いて解りやすく取りま

とめるものとする。 



測量 

設計計画で検討、決定した線形について、現地測量（現況平面測量 S=1/200）、路線測量（横断

測量）を実施する。現地測量に際しては、セーフティコーン等による安全対策を行い、腕章を着用

して近隣住民、通行人へ迷惑が掛からないよう配慮した測量計画で実施する。 

 

第３条 協議 

初回、中間協議（2回）、最終、河川協議の全 5回とする。 

 

第４条 成果品の提出 

・設計報告書              2部 

・各種 図面               2部 

・数量計算書              2部 

・概算工事費算出書（設計書含む）    2部 

・電子記憶媒体（DVD-R）        2部 

・打合せ記録簿             2部 



特記仕様書（設計業務条件一覧表）
ＮＯ．1

ア 設計積算条件 ■

■

■ 水道事業実務必携 令和5年度改訂版

イ 適用図書 ■

■

■

□

■

（水管橋設計基準　令和5年1月30日改正　日本水道鋼管協会）

（水管橋設計基準 （耐震設計編）令和5年1月30日改正　日本水道鋼管協会）

ウ 業務計画等 ■

■

■

□

エ 成果の提出 ■

■ ■ 2部 □ （　）部）とする。

□

■

この限りではない。

□

オ 工程関係 □

■ 関係機関との協議の必要あり（別途資料作成必要あり）

四日市市河川排水課

□

カ 照査の実施 ■

提出しなければならない。

 □

■

キ 打合せ等 ■

■ 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。

■ 設計協議は、初回打合せ、中間打合せ2回、最終打合せ、河川協議とする。

ク 資料の貸与 ■

ケ 業務条件 □

コ その他 ■

（注）

1. 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

2. 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。
3. 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

四日市市上下水道局
令和5年8月

四日市市景観計画　平成20年2月22日発行【平成30年2月28日変更】

明示項目 明示事項（条件及び内容）

積算基準　三重県県土整備部制定 令和4年11月制定

単価適用日 令和5年4月1日制定（令和5年8月1日一部改訂）

委託契約書

設計業務等共通仕様書（三重県）　令和3年11月制定

部分改正を行った内容も含む（最新改正　令和5年4月）

三重県公共工事共通仕様書（三重県）　令和2年8月制定

部分改正を行った内容も含む（最新改正　令和5年7月）

その他（水道施設設計業務委託標準仕様書　2010　日本水道協会　）

契約締結後　14日以内に業務計画書（工程表）を監督職員に提出する。

業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

業務完了の１０日前までに数量報告書（工種、設計数量、実施数量等を記載）を監督職員に提出する。

成果物の大きさについてはＡ版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについては

照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含めて

設計業務等着手時及び成果物納入時（成果物案の打合せ時を含む）及び設計図書で定める業務の

区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。

設計業務着手時及び成果物納入時（成果物案の打合せ時を含む）における打合せには、

詳細設計照査要領（国土交通省中部地方整備局　平成29年3月制定）

その他（照査計画書を作成し、監督職員と協議を行うこと　）

発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。

照査技術者も出席するものとする。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）

別途業務との工程調整の必要あり（別途業務名　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。

 また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。

電子記憶媒体を提出すること。ただし、その仕様等については、三重県CALS電子

納品運用マニュアル【令和4年7月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工

できるものとする。

（上下水道竣工図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）

業務条件は下記のとおりとする。

本業務における成果物の提出部数は、（

指示する期日までに提出する成果物あり。（業務の進捗により指示する。）



特記仕様書（測量業務条件一覧表）

ＮＯ．1

ア 設計積算条件 ☑ 積算基準　三重県県土整備部制定 令和4年11月制定

☑ 単価適用日 令和5年4月1日制定（令和5年8月1日一部改訂）

イ 適用図書 ☑

☑

☑

□

□

ウ 業務計画等 ☑

☑

☑

☑

□ □ （１～４等三角点又は１～３級基準点）

□既設の基準点 □ 任意の基準点

□他業務において設置されている基準点）とする。 □ その他（　　　　　　　　）

エ 成果の提出 ☑

☑

☑ ☑ ２部 □ （　　）部）とする。

□

☑

□

オ 工程関係 □ 別途業務との工程調整の必要あり（別途業務名 ）

□

□

カ 資料の貸与 □

キ 業務条件 ☑

□大市街地 □ 市街地(甲) □ 市街地(乙) ☑ 都市近郊

☑耕地 ☑ 平地 □ 丘陵地 □ 低山地

□高山地

☑交通量 0～1,000台未満／12時間

☑安全費あり（　2.7%　） □ 安全費なし

☑成果品作成費あり □ 成果品作成費なし

□現場踏査（　　　　　　) □ その他（ ）

ク その他 ☑

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注） 1 上記委託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

2

3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

四日市市上下水道局 令和5年8月

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措置を講ずるも
のとする。

三重県土地改良事業測量作業規程（農林水産省農村振興局測量作業規程準用）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

業務完了の１０日前までに数量報告書を監督職員に提出する。

業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。

【令和4年7月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読取り加工できるものとする。

成果物の大きさについてはＡ版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。

また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。

本業務における成果物の提出部数は、（

指示する期日までに提出する成果物あり。（　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

関係機関との協議の必要あり（別途資料作成必要あり）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注者の貸与する資料は、次の資料とする。

業務条件は下記のとおりとする。

成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。

明示項目 明示事項（条件及び内容）

委託契約書

測量業務共通仕様書（三重県）令和3年11月制定部分改正を行った内容も含む（最新改正　令和5年4月）

電子記憶媒体で提出すること。ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル

本測量作業において基準点測量を実施する場合の既地点は、

三重県公共測量作業規程（作業規定の準則(平成20年国土交通省告示第413号、平成23年度国土交通省告示

第334号、平成25年度国土交通省告示第286号及び平成28年度国土交通省告示第565号及び令和2年第461号

により一部改正)準用）

契約締結後１４日以内に測量作業計画書（作業内容、作業工程表、業務従事者の氏名及び資格使用機器等を

明記する。）を監督職員に提出する。

本測量作業に使用する主要機器（トータルステーション、トランシット、レベル、光波測距儀等）については、第三者

機関で検定を行いその証明書の写しを測量作業計画書に添付すること。

作業完了後は、精度管理表を提出すること。但し、監督職員が必要ないと判断したものについては除外する。


